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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光センサと、前記光センサに電気的に接続される第１の接続端子とが形成された光透過
性及び可とう性を有する第１の基板と、
　側面から表面及び裏面に延在するように第２の接続端子が形成された第２の基板と、
　第３の接続端子が形成された第３の基板とを有し、
　前記光センサと前記第２の基板は第１の接着部材で、向かい合う全面で接着され、かつ
前記第１の接着部材によって前記第１の接続端子と前記第２の接続端子が電気的に接続さ
れ、
　前記第２の基板と前記第３の基板は第２の接着部材で、前記側面及び前記裏面で接着さ
れ、かつ前記第２の接着部材によって前記第２の接続端子と前記第３の接続端子が電気的
に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第２の接着部材は、異方性導電接着剤または異方性導電膜であることを特徴とする
半導体装置。
【請求項３】
　光センサと、前記光センサに電気的に接続される第１の接続端子とが形成された光透過
性及び可とう性を有する第１の基板と、
　側面から表面及び裏面に延在するように第２の接続端子が形成された第２の基板と、
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　第３の接続端子が形成された第３の基板とを有し、
　前記光センサと前記第２の基板は第１の接着部材で、向かい合う全面で接着され、かつ
前記第１の接着部材によって前記第１の接続端子と前記第２の接続端子が電気的に接続さ
れ、
　前記第２の基板と前記第３の基板は第２の接着部材で、前記側面及び前記裏面で接着さ
れ、かつ前記第２の接着部材によって前記第２の接続端子と前記第３の接続端子が電気的
に接続され、
　前記第２の接着部材は導電性ペーストであることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記第１の接着部材は、異方性導電接着剤または異方性導電膜であることを特徴とする
半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記第１の基板は、フィルム状の基板、又はシート状の基板であることを特徴とする半
導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記光センサは、コンタクト部を有する受光部と、前記受光部と接する第１の電極端子
及び第１の電極と、前記第１の電極に電気的に接続する第２の電極端子と、からなり、
　前記受光部と前記第１の電極端子は、前記コンタクト部において接していることを特徴
とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記コンタクト部を複数有することを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄型で軽量である半導体装置及びその作製方法に関する。具体的には、膜厚
の薄い基板、又はフィルム状の基板を用いた半導体装置及びその作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、通信技術の進歩に伴って、携帯電話が普及している。今後は更に動画の伝送やよ
り多くの情報伝達が予想される。一方、パーソナルコンピュータもその軽量化によって、
モバイル対応の製品が生産されている。電子手帳に始まったＰＤＡと呼ばれる情報端末も
多数生産され普及しつつある。また、表示装置の発展により、それらの携帯情報機器のほ
とんどにはフラットパネルディスプレイが装備されている。
【０００３】
　このような表示装置では表示装置の周囲の明るさを検出し、その表示輝度を調整するこ
とが行なわれている。このように周囲の明るさを検出し、適度な表示輝度を得ることによ
って、無駄な電力を減らすことが可能である。例えば、携帯電話やパーソナルコンピュー
タにそのような輝度調整用の光センサー装置が用いられている（例えば特許文献１）。
【０００４】
　光センサの材料としては、おもに半導体を用いており、半導体の材料の代表例としてシ
リコンが挙げられる。シリコンを用いた光センサには、単結晶シリコン又はポリシリコン
を用いるものとアモルファスシリコンを用いるものとがある。単結晶シリコンまたはポリ
シリコンを用いる光センサは、８００ｎｍ付近の赤外領域において感度が最も高く、１１
００ｎｍ近傍まで感度を有してしまう。このため、赤外領域のスペクトラムをほとんど含
まない白色蛍光灯と、紫外領域から赤外領域まで幅広いスペクトラムを有する太陽光とを
センシングした場合、実際の照度は同じでも各々の光の検知結果が異なる、という問題が



(3) JP 4679106 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

ある。
【０００５】
　一方、アモルファスシリコンを用いる光センサは、赤外領域の光に対してほとんど感度
がなく、可視光領域の波長の中央である５００～６００ｎｍ近傍において感度が最も高く
、人間の視感度に近似したセンシング特性を有する。このため、光センサとしては、アモ
ルファスシリコンを用いたものが好ましい。
【０００６】
　プラスチック基板は、薄型であり、軽量であるため、プラスチック基板に形成された光
センサを搭載した配線基板及びそれを用いた電子機器の薄型化及び小型化が可能である。
【０００７】
　また、フィルム状の基板を用いて光センサを作製する場合、Ｒｏｌｌ－Ｔｏ－Ｒｏｌｌ
方式を用いることが可能である。このため、生産性が高い。
【特許文献１】特開２００３－６０７４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、プラスチック基板は膜厚が薄いため、プラスチック基板の側面に、配線
基板の電極端子と接続するための接続端子を形成することができず、一方の面、即ち配線
基板に面する面に接続端子が形成されている。配線基板と光センサとは、導電性材料を介
して一つの面でのみ固定されており、その面積が小さいことから、側面電極構造に比較し
て実装強度が弱いという問題点がある。
【０００９】
　また、配線基板と光センサが接続されている領域は、光センサの基板の下方であるため
、光センサの電極端子と配線基板上の電極端子の接合部を目視することが困難であり、こ
れらが確実に接続しているかどうかの判断が困難である。
【００１０】
　さらには、フィルム状の光センサは、可とう性を有するため、配線基板に実装しにくい
という問題がある。
【００１１】
　以上のような問題を踏まえ、本発明では、厚さの薄い基板、フィルム状の基板、又はシ
ート状の基板上に形成される半導体装置において、配線基板への実装が可能な構造の半導
体装置を提案する。また、配線基板への実装の信頼性を高めることが可能な半導体装置の
作製方法を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、絶縁性を有する基板に形成された半導体素子と、導電膜が形成された部材と
を異方導電性を有する媒体で接着することを特徴とする半導体装置の作製方法である。
【００１３】
　導電膜が形成された部材としては、異なる端部が導電膜で覆われてる部材が好ましい。
即ち、導電膜のそれぞれが、部材の少なくとも一つの面に形成されている部材が好ましい
。
【００１４】
　異方導電性を有する媒体としては、導電性粒子が分散されたものであり、ペースト状の
ものや、フィルム状のものが挙げられる。
【００１５】
　絶縁性を有する基板としては、膜厚が０．１ｍｍ～１ｍｍの膜厚の薄い基板、フィルム
状の基板、シート状の基板が挙げられる。代表例としては、ガラス基板、プラスチック基
板、有機樹脂で形成される基板等が挙げられる。
【００１６】
　絶縁性を有する基板と、導電膜が形成された部材とを異方導電性を有する媒体で接着す
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る方法としては、局部的に荷重を加える圧着法があげられる。この場合、熱又は超音波を
加えながら荷重を加えることが好ましい。超音波を印加しながら圧着を行うと、振動エネ
ルギーが各端子から導電性粒子に伝わる。この結果、各端子と導電性粒子との間で摩擦が
生じ、この摩擦熱によるエネルギーによって、各端子及び導電性粒子の接合が促進される
。このため低温においての接合が可能である。
【００１７】
　また、本発明は、半導体素子が形成された基板と、端部に導電膜が形成された基板（イ
ンターポーザ）とを有し、前記半導体素子が形成された基板の一面と前記導電膜が形成さ
れた基板とが、異方性導電部材で固着されていることを特徴とする半導体装置である。
【００１８】
　絶縁性を有する基板とインターポーザとは、半導体素子及び異方性導電部材を介して固
着されている。
【００１９】
　半導体素子が形成された基板とインターポーザの面積は、ほぼ同じであることが好まし
い。また、半導体素子が形成された基板の面積が大きくても良い。この場合、半導体素子
を形成する領域が増加するため、より高集積化された半導体装置を作製することができる
。また、半導体素子が形成された基板の面積より、インターポーザの面積が大きくても良
い。この場合、配線基板への接着面積が増加し、実装部分に安定性が増す。
【００２０】
　この結果、半導体装置を配線基板に信頼性高く実装することが可能である。
【００２１】
　インターポーザに形成された導電膜は、接続端子であり、側面電極として機能する。イ
ンターポーザに形成された導電膜は、半導体装置を搭載するための基板、例えば配線基板
に形成される電極端子と、光センサの電極端子とを電気的に接続するためのものである。
前記導電膜と、配線基板上の電極端子とは、導電性ペーストで電気的に接続され、かつ、
固定される。なお、導電性ペーストの代わりに、異方性導電接着剤、又は異方性導電膜を
用いることもできる。
【００２２】
　半導体素子は、半導体膜を有し、該半導体膜は、無機材料又は有機材料で形成される。
【００２３】
　無機材料で形成される半導体膜の代表例としては、シリコン膜、ガリウム膜、ガリウム
が添加されたシリコン膜、炭化シリコン膜等を用いることができる。また、有機材料で形
成される半導体膜の代表例としては、共役ポリマーで代表されるポリマーないしはオリゴ
マー、例えば、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体、ポリチオフェン
誘導体、ポリフェニレン誘導体およびこれらの共重合体、オリゴフェニレン、オリゴチオ
フェン、が挙げられる。また、低分子物質では、例えば、ペンタセン、テトラセン、銅フ
タロシアニン、フッ素置換フタロシアニン、ペリレン誘導体等が挙げられる。
【００２４】
　本発明において、半導体装置が、光センサ、光電変換装置、太陽電池の場合、半導体膜
は、シリコンを有する膜で形成されている。シリコンを有する半導体膜の代表例としては
、シリコン膜、シリコンゲルマニウム膜、炭化シリコン膜、又はこれらのＰＮ接合膜、Ｐ
ＩＮ接合膜が挙げられる。なお、ＰＮ接合膜、ＰＩＮ接合膜のＩ層は、アモルファスシリ
コン層で形成されていることが好ましい。
【００２５】
　また、光センサ、光電変換装置、太陽電池の受光部には、受光部で受光した光の検出量
を増幅するための増幅回路又は増幅素子が設けられていてもよい。増幅回路の代表例とし
ては、ＴＦＴで形成されたカレントミラー回路が挙げられ、増幅素子の代表例としてはオ
ペアンプがあげられる。
【００２６】
　また、本発明の半導体装置は、光センサ、光電変換装置、太陽電池の他、ＴＦＴを用い
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て形成した集積回路等が挙げられる。
【００２７】
　ＴＦＴを用いて形成された集積回路の代表例としては、メモリ、ＣＰＵ等が挙げられる
。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の半導体装置は、半導体素子とインタポーザの側面電極とを電気的に接続するこ
とが可能であるため、配線基板への接合面積が増加し、実装強度が高めることができると
共に、接合の様子を目視・確認することができる。
【００２９】
　また、半導体素子とインターポーザとは、向かい合う面全面で接着されている。このた
め、これら２つの部材の接続は強固である。また、樹脂によって接続されているため、コ
ストダウンを図ることができる。さらに、樹脂は固着力が高いため、破壊強度の高い半導
体装置を作製することができる。
【００３０】
　　更には、半導体素子が形成される基板が、シート状やフィルム状のように可とう性を
有する基板であっても、本半導体装置を配線基板に実装することが可能である。また、半
導体素子が形成される基板の耐熱性が低い場合、特に配線基板に実装する処理に耐えにく
い耐熱性を有するものであっても、インターポーザに耐熱性を有する部材を用いることに
より、半導体装置を配線基板に実装することが可能である。このため、Ｒｏｌｌ－Ｔｏ－
Ｒｏｌｌ方式により可とう性を有する基板上に形成された半導体素子を配線基板に実装す
ることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、本発明は多く
の異なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱すること
なくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従っ
て、本発明は本実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。以下、半導体
装置の代表例として光センサを用いて説明するが、これに限られるものではなく、光電変
換素子、太陽電池、ＴＦＴを用いて形成した集積回路等に適応してもよい。
【００３２】
（第１実施形態）
　本発明の光センサについて、図１を用いて説明する。
【００３３】
　図１（Ａ）は、光センサ１００の斜視図である。半導体素子（図示しない）が形成され
たプラスチック基板１０１と、両端部に導電膜で形成される接続端子１０６、１０７が形
成されている耐熱性基板（以下、インターポーザと示す）１０５と、これらを接着する接
着剤１０８で構成されている。
【００３４】
　図１（Ｂ）は、図１（Ａ）の（イ）－（イ’）の断面図である。プラスチック基板１０
１上に半導体素子１０２が形成され、半導体素子の取り出し電極である電極端子１０３、
１０４が形成されている。本実施形態において、半導体素子は、受光部として機能する。
また、インターポーザ１０５の両端に接続端子１０６、１０７が形成されている。プラス
チック基板上の受光部及びインターポーザは、異方性導電接着剤１０８にて接着されてい
る。また、電極端子１０３、１０４と、接続端子１０６、１０７とは、それぞれ異方性導
電膜の導電性粒子１１０、１１１を介して電気的に接続されている。
【００３５】
　プラスチック基板は、膜厚が０．１ｍｍ～１ｍｍの膜厚の薄いもの、フィルム状のもの
、シート状のものが挙げられる。
【００３６】
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プラスチック基板としては、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥＮ（ポリエチ
レンナフタレート）、ＰＥＳ（ポリエーテルサルファイド）、ポリプロピレン、ポリプロ
ピレンサルファイド、ポリカーボネート、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンサルファ
イド、ポリフェニレンオキサイド、ポリサルフォン、またはポリフタールアミドからなる
プラスチック基板、直径数ｎｍの無機粒子が分散された有機材料で形成される基板等が挙
げられる。また、プラスチック基板の表面は平面である必要はなく、凹凸又は曲面を有す
るものでもよい。
【００３７】
　また、プラスチック基板の代わりに、膜厚が０．１ｍｍ～１ｍｍ、このましくは０．２
～０．５ｍｍの膜厚のもの、フィルム状、又はシート状のガラス基板を用いることもでき
る。
【００３８】
　インターポーザとしては、代表的にはガラスエポキシ樹脂基板、ポリイミド基板、セラ
ミック基板、ガラス基板、アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、メタル基板等が挙げら
れる。
【００３９】
　異方性導電接着剤の代表例としては、分散した導電性粒子（粒径３～７μｍ程度）を分
散、含有する接着性樹脂であり、エポキシ樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。また、
導電性粒子（粒径３～７μｍ程度）は、金、銀、銅、パラジウム、又は白金から選ばれた
一元素、若しくは複数の元素で形成される。また、これらの元素の多層構造を有する粒子
でも良い。
【００４０】
　　更には、樹脂で形成された粒子の表面に、金、銀、銅、パラジウム、又は白金から選
ばれた一元素、若しくは複数の元素で形成される薄膜が形成された導電性粒子を用いても
よい。
【００４１】
　また、異方性導電接着剤の代わりに、ベースフィルム上にフィルム状に形成された異方
性導電フィルムを転写して用いても良い。異方性導電フィルムも、異方性導電接着剤と同
様の導電性粒子が分散されている。
【００４２】
　受光部と電気的に接続された電極端子１０３、１０４は、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ
）、亜鉛（Ｚｎ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、スズ（Ｓｎ）、白金（Ｐｔ）、又
は金（Ａｕ）、さらに好ましくは、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、白金（
Ｐｔ）、又は金（Ａｕ）から選ばれた一元素、又は該元素を５０％以上含む合金材料が挙
げられる。ニッケル（Ｎｉ）、銀（Ａｇ）、パラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）、又は金
（Ａｕ）は、シリコン半導体層とオーム接触が可能かつ半田との合金形成が可能であり、
単層で用いることもできる。これらの金属は必ずしも単一組成である必要はなく、それを
主成分とする合金組成であっても良い。ただし、この合金とは少なくとも主金属成分を５
０％以上含むものを示す。
【００４３】
　インターポーザの端部に形成された接続端子（側面電極）１０６、１０７は、ニッケル
（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、スズ（Ｓｎ）
、白金（Ｐｔ）、又は金（Ａｕ）、さらに好ましくは、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、
銀（Ａｇ）、白金（Ｐｔ）、又は金（Ａｕ）から選ばれた一元素、又は該元素を５０％以
上含む合金材料が挙げられる。
【００４４】
　半導体素子は、半導体膜を有し、該半導体膜は、無機材料又は有機材料で形成される。
【００４５】
　無機材料で形成される半導体膜の代表例としては、シリコン膜、ガリウム膜、ガリウム
が添加されたシリコン膜、炭化シリコン膜等を用いることができる。また、有機材料で形
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成される半導体膜の代表例としては、共役ポリマーで代表されるポリマーないしはオリゴ
マー、例えば、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体、ポリチオフェン
誘導体、ポリフェニレン誘導体およびこれらの共重合体、オリゴフェニレン、オリゴチオ
フェン、が挙げられる。また、低分子物質では、例えば、ペンタセン、テトラセン、銅フ
タロシアニン、フッ素置換フタロシアニン、ペリレン誘導体等が挙げられる。
【００４６】
　本実施形態における半導体装置は、光センサであるため、半導体膜は、シリコンを有す
る膜で形成されている。シリコンを有する半導体膜の代表例としては、シリコン膜、シリ
コンゲルマニウム膜、炭化シリコン膜、又はこれらのＰＮ接合膜、ＰＩＮ接合膜が挙げら
れる。なお、ＰＮ接合膜、ＰＩＮ接合膜のＩ層は、アモルファスシリコン層で形成されて
いることが好ましい。
【００４７】
　本実施形態の半導体装置は、半導体素子とインタポーザの接続端子（側面電極）とを電
気的に接続することが可能であるため、配線基板への接合面積が増加し、実装強度が高め
ることができると共に、接合の様子を目視・確認することができる。このため、プロセス
上の信頼性を高めることが可能である。さらには、基板上に半導体素子を形成しており、
基板の面積と半導体素子として機能する実効領域とがほぼ等しいため、半導体素子を配線
基板等に高集積化することが可能である。
【００４８】
　また、半導体素子とインターポーザとは、向かい合う面全面で接着されている。このた
め、これら２つの部材の接続は強固である。
【００４９】
　また、半田のような金属ペーストと比較して、樹脂によって半導体素子とインターポー
ザとが接続されているため、コストダウンを図ることができる。さらに、樹脂は固着力が
高いため、破壊強度の高い半導体装置を作製することができる。
【００５０】
（第２実施形態）
　本実施形態では、第１実施形態で示した光センサを配線基板へ搭載する方法について図
２を用いて説明する。
【００５１】
　図２は、光センサ１００を配線基板２０１に搭載したときの断面図である。異方性導電
接着剤１０８によって、接続端子１０６、１０７の形成されたインターポーザ１０５と、
プラスチック基板１０１上に形成された半導体素子１０２（本実施形態においては受光部
）とが接着されている。また、受光部の電極端子１０３、１０４と、インタポーザの端部
に形成された接続端子１０６、１０７とが、異方性導電接着剤１０８中に含まれる導電性
粒子１０９によって電気的に接続されている。
【００５２】
　また、インターポーザに形成された接続端子１０６、１０７と配線基板上の電極パット
２０２、２０３とが、それぞれ半田ペースト２０４、２０５によって接続されている。
【００５３】
　本実施形態では、リフロー工程により、配線基板に光センサを実装する。具体的には、
電極パット上に導電性ペーストをスクリーン印刷やディスペンスにより所定の場所に塗布
し、その上に光センサをマウンタにより装着する。その後、２５０～３５０度に加熱して
、導電性ペーストを加熱溶融し、光センサの電極端子と、配線基板上の電極パットとを、
電気的、機械的に接続する。
【００５４】
　加熱方法としては、赤外線加熱、ベーパフェーズソルダリング、熱風加熱、ホットプレ
ート上での加熱、レーザ光照射による加熱などが挙げられる。
【００５５】
　また、導電性ペーストを用いたリフロー工程による実装方法の代わりに、異方性導電接
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着剤、又は異方性導電膜を用い、局所的な圧着により配線基板に光センサを搭載しても良
い。
【００５６】
　本発明の半導体装置は、半導体素子とインタポーザの側面電極とを電気的に接続するこ
とが可能であるため、配線基板への接合面積が増加し、実装強度が高めることができると
共に、接合の様子を目視・確認することができる。このため、プロセス上の信頼性を高め
ることが可能である。さらには、基板上に半導体素子を形成しており、基板の面積と半導
体素子として機能する実効領域とがほぼ等しいため、配線基板等に高集積化することが可
能である。
【００５７】
　また、半導体素子とインターポーザとは、向かい合う面全面で樹脂により接着されてい
る。このため、これら２つの部材の接続は強固である。
【００５８】
　また、樹脂によって接続されているため、金属ペーストを用いて接着するよりコストダ
　ウンを図ることができる。さらに、樹脂は固着力が高いため、破壊強度の高い半導体装
　置を作製することができる。
【００５９】
　（第３実施形態）
　　本実施形態では、第１実施形態および第２実施形態で示される半導体素子である光セ
　ンサの受光部について、図３及び図４を用いて説明する。
【００６０】
　　図３は、本発明の光センサ３００の断面図を示す。プラスチック基板３０１上には、
　第１の電極３１１、受光部３０２、第２の電極３１２が形成されている。また、第１の
　電極には、第１の電極端子３１３が接続され、第２の電極には、第２の電極端子３１４
　が接続されている。また、第１の電極端子３１３と第２の電極端子３１４は、層間絶縁
　膜３１５を介しており電気的に絶縁されている。第１の電極端子及び第２の電極端子は
　、配線基板上の配線と接続するための端子である。
【００６１】
　　プラスチック基板３０１側から光が入射する場合は、第１の電極を、シリコンで形成
　される半導体層とオーム接触が可能であり、且つ透光性を有する導電膜を用いる。代表
　的には、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ
　3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化珪素を含む酸化インジウムスズ合金等）を用
　いることができる。また、第２の電極としては、シリコンで形成される半導体層とオー
　ム接触が可能な金属膜で形成する。この代表例としては、アルミニウム（Ａｌ）、チタ
　ン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｎｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、パラジウム（
　Ｐｄ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）から選ば
　れた一元素、又は該元素を５０％以上含む合金材料があげられる。一方、層間絶縁膜側
　から光が入射する場合、第１の電極に、シリコンで形成される半導体層とオーム接触が
　可能な金属膜を用い、第２の電極にシリコン半導体層とオーム接触が可能であり、且つ
　透光性を有する電極（導電膜）を用いる。
【００６２】
　　第１の電極端子３１３及び第２の電極端子３１４は取り出し電極であり、第１の電極
　及び第２の電極を外部配線と電気的に接続するための端子である。このため、第１の電
　極、第２の電極、及び接続端子と接続することが可能な材料で形成する。代表的には、
　ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、ス
　ズ（Ｓｎ）、白金（Ｐｔ）、又は金（Ａｕ）、さらに好ましくは、ニッケル（Ｎｉ）、
　銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、白金（Ｐｔ）、又は金（Ａｕ）から選ばれた一元素、又は該
　元素を５０％以上含む合金材料が挙げられる。
【００６３】
　　層間絶縁膜３１５は、各電極３１１、３１２、受光部３０２、を封止して劣化を抑制
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　すると共に、取り出し電極である電極端子を電気的に絶縁するために形成されている。
　層間絶縁膜は、アクリル、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、ベンゾシクロ
　ブテン等の有機樹脂、又は酸化ケイ素膜、窒化酸化ケイ素膜、酸化窒化珪素膜等の無機
　材料で形成することができる。
【００６４】
　　また、光センサの構造は図３に示される断面図だけではなく、他の構造をとることも
　可能である。図４に異なる構造の光センサの断面図を示す。
【００６５】
　　図４（Ａ）は、光センサの受光部の断面図の一例である。受光部３０２、受光部と接
　する第１の電極端子３１３、第２の電極３１２、第２の電極に接続する電極端子３１４
　で形成されるセンサである。図３の光センサの受光部と異なり、第１の電極を有しない
　。このため、第１の電極端子３１３が受光部３０２と接する面積を増加するため、接続
　部（コンタクト部）の数が多いほうが好ましい。この構造では、第１の電極がないため
　、プロセス数を削減することが可能であると共に、プラスチック基板３０１から透過す
　る光の透過率が高めることが可能であるという効果がある。
【００６６】
　　図４（Ｂ）は、光センサの受光部の断面の一例である。受光部３３２、受光部と接す
　る第１の電極端子３１３、第２の電極３１２、第２の電極に接続する電極端子３１４で
　形成されるセンサである。図４（Ａ）の光センサの受光部と異なり、受光層がパターニ
　ングされず、プラスチック基板３０１上全面に形成されている。このため、マスクを用
　いずとも受光層を形成することが可能であり、マスクの位置制御を行う必要がない。こ
　のため、歩留まりを向上させることができる。
【００６７】
　　本発明の半導体装置は、半導体素子とインタポーザの側面電極とを電気的に接続する
　ことが可能であるため、配線基板への接合面積が増加し、実装強度が高めることができ
　ると共に、接合の様子を目視・確認することができる。このため、プロセス上の信頼性
　を高めることが可能である。
【００６８】
　　また、半導体素子とインターポーザとは、向かい合う面全面が樹脂により接着されて
　いる。このため、これら２つの部材の接続は強固である。また、樹脂によって接続され
　ているため、コストダウンを図ることができる。さらに、樹脂は固着力が高いため、破
　壊強度の高い半導体装置を作製することができる。さらに、受光層をアモルファスシリ
　コンを用いて形成することにより、人間の視感度に近似したセンシング特性を有する光
　センサを形成することが可能である。
【実施例１】
【００６９】
　　本発明の実施例を図５乃至図７を用いて説明する。図５乃至図７の（Ａ）及び（Ｃ）
　は基板の上面図であり、図５乃至図７の（Ｂ）及び（Ｄ）はそれらにおける（ニ）－（
　ニ’）領域の断面図である。
【００７０】
　　図５（Ａ）及び図５（Ｂ）に示すように、プラスチック基板６０１上にプラズマＣＶ
　Ｄ装置にて半導体膜を形成する。ここでは、半導体膜としては、Ｐ、Ｉ、Ｎ各導電型を
　有するシリコン半導体膜６０２の成膜を行う。ここで、受光部であるＩ層は非晶質相と
　し、Ｐ、Ｎの相状態は問わない。Ｉ層の膜厚は目的とする素子の照度範囲に合わせ、１
　００～１０００ｎｍとする。本実施例では、プラスチック基板として、ＰＥＮフィルム
　を用い、この上に８００ｎｍのシリコン半導体膜を成膜する。
【００７１】
　　次に、図５（Ｃ）及び図５（Ｄ）に示すように、成膜した半導体膜の下層部であるｐ
　型シリコン膜と次工程で成膜される第１の電極６０４及び第２の電極６０５の接合を行
　う為に、レーザスクライブ工程にてコンタクトホール６０３を所定の位置に点状に形成
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　する。この工程は、ｐ層をコンタクトホールの底に残す形状でスクライブすることが好
　ましいが、レーザでは深さ方向の制御は困難であり、プロセスマージン確保のためプラ
　スチック基板まで貫通させてもよい。このため、実際のコンタクト部分はコンタクトホ
　ールの壁面に露出するｐ層膜厚分の僅かな領域であり、独立したホールを多数形成する
　ことでコンタクト面積を増やすことができる。また、集光光学系を用いることにより、
　レーザビームの焦点制御を、故意にデフォーカスすることによりビーム中央と端のエネ
　ルギー密度を緩やかな傾斜をもって連続的に変化させることができる。この状態でレー
　ザスクライブを行うとスクライブ部分の壁面にテーパーが生じ、より多くのコンタクト
　面積を広くすることことができる。本実施例では、レーザには波長１．０６μｍ、ビー
　ム径φ６０μｍのＹＡＧレーザを用い、発振周波数１ｋＨｚでビームが重ならない速度
　で、レーザビームを走査する。
【００７２】
　　次に、図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示すように、第１の電極６０４、及び第２の電極
　６０５を形成する。第１の電極及び第２の電極としては、単層もしくは積層の金属導電
　膜を成膜する。成膜手段はスパッタリング法、蒸着法、又はメッキ法、若しくは、これ
　らの手段を併用する。スパッタリングや蒸着法の気相法を用いる場合は、メタルマスク
　を用いることで容易に所望の電極形状を得ることができる。メタルマスクには、一つの
　素子に対し二つの開口部が形成されており、両極の電極を同時に形成する。スパッタリ
　ング装置には、メタルマスク、プラスチック基板、板状マグネットの順で重ね合わせた
　状態で設置し、メタルマスクとプラスチック基板を完全に密着させて成膜の周り込みに
　よる電極面積の不均一化を防止する。メッキ法を用いる場合は、予め第１の電極６０４
　及び第２の電極６０５が不要な領域にスクリーン印刷にて樹脂をマスキングしておけば
　第１の電極６０４及び第２の電極６０５形成後にリフトオフ法で所望の電極形状を得る
　ことができる。以上の条件下で膜厚０．５～１００μｍの第１の電極及び第２の電極６
　０４、６０５の形成を行う。
【００７３】
　　本実施例では、Ｎｉ金属をスパッタリング法にてメタルマスクを用いて成膜する。メ
　タルマスクは厚さ０．１ｍｍのＮｉ製で、スパッタリング装置には、メタルマスクとプ
　ラスチック基板とを板状マグネットを用いて密着させる状態で設置した。スパッタリン
　グには純度９９．９９％の６インチφＮｉターゲットを用い、１．０ＰａのＡｒ雰囲気
　下でＲＦ出力１．０ｋＷの放電にて１．５μｍのニッケルで形成される膜の成膜を行う
　。
【００７４】
　　次に、図６（Ｃ）、及び図６（Ｄ）に示すように、第１の電極６０４、及び第２の電
　極６０５それぞれの一部を露出して開口した絶縁膜６０６を形成する。形成方法は、ス
　クリーン印刷で形成する。また、この方法に代えて、ＣＶＤ法または塗布法で基板全面
　に絶縁膜を形成した後、一部をエッチングして各電極を露出したコンタクトホールを形
　成しても良い。このコンタクトホールを対称的に開口することにより、配線基板に光セ
　ンサを搭載するとき、光センサが傾くのを防止することができる。
【００７５】
　　次に、第１の電極６０４及び第２の電極６０５の一部を露出したコンタクトホールに
　、取り出し電極である電極端子６０７、６０８を形成する。電極端子は、銀、金、銅、
　白金、ニッケル等の金属元素を有する導電膜で形成することができる。本実施例では、
　１．３５×１．８ｍｍ2の取り出し電極を、形成する。本実施例では、銅含む樹脂ペー
　ストを用いてスクリーン印刷法により電極端子を形成する。
【００７６】
　　次に、図７（Ａ）及び図７（Ｂ）に示すように、基板全面に異方性導電接着剤６０９
　を塗布する。本実施例では、銀粒子が分散されているエポキシ樹脂を塗布する。なお、
　本実施例では、異方性導電接着材を塗布法により基板上に塗布したが、この工程に代わ
　って、印刷法、具体的にはスクリーン印刷法を用いても良い。スクリーン印刷法による
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　と、のちに光センサを切り出すために、ダイシングラインをはずして、異方性導電接着
　剤を配置できるので、基板をダイシングするときに接着剤が邪魔にならない。
【００７７】
　　次に、図７（Ｃ）及び図７（Ｄ）に示すように、接続端子（側面電極）６１１、６１
　２が形成されたインターポーザ６１３を異方性導電接着剤上に配置する。このとき、光
　センサの電極端子６０７、６０８と、インターポーザに形成された接続端子６１１、６
　１２とが対向するように位置合わせをして、インターポーザを設置する。インターポー
　ザを矢印６１４方向に熱圧着して基板上に接着する。
【００７８】
　次に、レーザスクライブ工程により、光センサを切り出しする。本実施例では、光セン
サの短軸に平行で、且つ光センサ素子が形成されていない領域（軸Ａ６２１ａ～６２１ｄ
）、及びそれに直角（即ち、光センサの長軸に平行）で、かつ光センサ素子が形成されて
いない領域（軸Ｂ６２２ａ～６２２ｅ）にレーザ光を照射して光センサを切り出しする。
本実施例では、レーザには、発振周波数１ｋＨｚ、波長１．０６μｍ、ビーム径φ６０μ
ｍのＹＡＧレーザを用いて照射する。
【００７９】
以上の工程により、光センサを形成することができる。
【００８０】
　本発明の半導体装置は、半導体素子とインタポーザの側面電極とを電気的に接続するこ
とが可能であるため、配線基板への接合面積が増加し、実装強度が高めることができると
共に、接合の様子を目視・確認することができる。このため、プロセス上の信頼性を高め
ることが可能である。さらには、基板上に半導体素子を形成しており、基板の面積と半導
体素子として機能する実効領域とがほぼ等しいため、配線基板等に高集積化することが可
能である。
【００８１】
　また、半導体素子とインターポーザとは、向かい合う面全面で接着されている。このた
め、これら２つの部材の接続は強固である。また、樹脂によって接続されているため、コ
ストダウンを図ることができる。さらに、樹脂は固着力が高いため、破壊強度の高い半導
体装置を作製することができる。
【実施例２】
【００８２】
　本発明を実施して得た半導体装置を組み込むことによって、様々な電子機器を作製する
ことができる。電子機器としては、携帯電話、ノートパソコン、ゲーム機、カーナビゲー
ション、携帯オーディオ機器、ハンディＡＶ機器、デジタルカメラ、フィルムカメラ、イ
ンスタントカメラ、室内用エアコン、カーエアコン、換気・空調設備、電気ポット、ＣＲ
Ｔ式プロジェクションＴＶ、照明機器、照明設備などが挙げられる。それらの電子機器の
具体例を以下に示す。
【００８３】
　本発明の光センサを、ディスプレイ輝度、バックライト照度の最適調整及びバッテリー
セーブ用のセンサとして、携帯電話、ノートパソコン、デジタルカメラ、ゲーム機、カー
ナビゲーション、携帯オーディオ機器などに用いることができる。また、太陽電池をバッ
テリーとしてこれらの電子機器に設けることができる。これらの半導体装置は、小型であ
り、高集積することが可能であるため、電子機器の小型化を図ることが可能である。
【００８４】
　また、本発明の光センサを、バックライト用ＬＥＤや冷陰極管のＯＮ／ＯＦＦ制御、バ
ッテリーセーブ用のセンサとして、携帯電話キースイッチ、ハンディＡＶ機器に搭載する
ことができる。センサを搭載することにより、明るい環境ではスイッチをＯＦＦにして、
長時間ボタン操作によるバッテリー消耗を軽減することが可能である。本発明の半導体装
置は、小型であり、高集積することが可能であるため、電子機器の小型化、及び省消費電
力化を図ることが可能である。
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【００８５】
　また、本発明の光センサを、フラッシュ調光、絞り制御用センサとしてデジタルカメラ
、フィルムカメラ、インスタントカメラに搭載することが可能である。また、太陽電池を
バッテリーとしてこれらの電子機器に設けることができる。これらの半導体装置は、小型
であり、高集積することが可能であるため、電子機器の小型化を図ることが可能である。
【００８６】
　また、本発明の光センサを、風量、温度制御用のセンサとして、室内用エアコン、カー
エアコン、換気・空調設備に搭載することが可能である。本発明の半導体装置は、小型で
あり、高集積することが可能であるため、電子機器の小型化を図ることが可能である。省
電力化を図ることが可能である。
【００８７】
　また、本発明の光センサを、保温温度制御用のセンサとして電気ポットに搭載すること
が可能である。本発明の光センサにより、室内消灯後は、保温温度を低く設定することが
可能である。また、小型かつ薄型であるため、任意の場所に搭載することが可能であり、
この結果省電力化をはかることが可能である。
【００８８】
　また、本発明の光センサを、走査線位置調整用（ＲＧＢ走査線の位置あわせ（Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ａｕｔｏ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ））センサとして、ＣＲＴ式プロジェクショ
ンＴＶのディスプレイに搭載することが可能である。本発明の半導体装置は、小型であり
、高集積することが可能であるため、電子機器の小型化を図ることが可能であり、かつ任
意の領域にセンサを搭載することが可能である。また、ＣＲＴ式プロジェクションＴＶの
高速自動制御が可能となる。
【００８９】
　また、本発明の光センサを、各種照明機器、照明設備のＯＮ／ＯＦＦ制御用センサとし
て、家庭用各種照明器具、屋外灯、街路灯、無人公共設備、競技場、自動車、電卓等に用
いることができる。本発明のセンサにより、省電力化が可能である。また、本発明を適応
した太陽電池をバッテリーとしてこれらの電子機器に設けることで、バッテリーの大きさ
を薄型化することが可能となり、電子機器の小型化を図ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の半導体装置の斜視及び断面を説明する図。
【図２】本発明の半導体装置が配線基板上に搭載された断面を説明する図。
【図３】本発明の半導体装置の断面を説明する図。
【図４】本発明の半導体装置の断面を説明する図。
【図５】本発明の半導体装置を作製する工程を説明する図。
【図６】本発明の半導体装置を作製する工程を説明する図。
【図７】本発明の半導体装置を作製する工程を説明する図。
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